
      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

毎月２

那覇市

那

目    次 

◇条    例 

○那覇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（国保長寿

･･････････････････････････････････････････････････････

･･････････････････････

･･････････････

････････････････････････････････

････････

･･････････

････････

･･････････････････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････････････････

◇規    則 

○那覇市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則（

○那覇市健康診査費用徴収規則の一部を改正する規則（健康推

◇告    示 

○随意契約の公表について（総務課）

○個人情報業務届出書の公表について(総務課)

○青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県における市税に

延長について（税制課）

○市道路線の認定及び廃止に関する告示(道路管理課)

○市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示(道路管理課)

○市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示(道路管理課)

○歩行者専用道路の指定に関する告示(道路管理課)

○町字区域及び名称の変更について（市街地整備課）

○平成22年度那覇市水道事業会計補正予算（第２号）(上下水

○平成22年度那覇市下水道事業会計補正予算（第３号）(上下

 1 
第１５４７号 

回 １，１５日発行

発  行  所 

泉崎１丁目１番１号

覇市総務部総務課 
医療課）････････

････････････････

･･････････

････････････････

･･･････････････

･･･････････････

･･･････････････

･･･････････････

･･･････････････

･･･････････････

･･･････････････

･･･････････････

･･･････････････

3 

国保長寿医療課）  

5 

進課） 7 

9 

10 

関する申告期限等の

13 

14 

18 

23 

26 

28 

道局企画経営課) 

31 

水道局企画経営課)

32 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

○平成23年度那覇市水道事業会計予算(上下水道局企画経営課) 33 ･･････････････

････････････

･････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････

･････････････････

･････････････････

･････････････････

･････

･････････････

･････････････････････････････････････････

･････････

･･･････････････････

○平成23年度那覇市下水道事業会計予算(上下水道局企画経営課) 35 

◇告    示 

○住民票の職権消除の公示について（市民課） 38 

○那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建設課)

38 

○那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建設課)

39 

○那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建設課)

39 

○那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建設課)

40 

○那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建設課)

40 

○那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 41 

○那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 41 

○那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 42 

○那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 43 

◇上下水道局規程 

○那覇市上下水道局組織機構の改正に伴う関係規程の整理等に関する規程 43 

◇教育委員会規則 

○那覇市教育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則 70 

○那覇市小中一貫教育審議会規則 80 

○小中一貫教育の実施に係る臨時教育職員の身分取扱いに関する規則 82 

○那覇市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則 85 

 

 

 2 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

◇教育委員局長訓令 

○那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令 87 ･･･････････････

･････････････････････

･････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････････････････

○那覇市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令 94 

○那覇市教育委員会課長連絡会規程を廃止する訓令 95 

◇選挙管理委員会告示 

○那覇市農業委員会委員の解任請求に要する選挙権を有する者の数について   

95 

 

 

 

 

 

 

条    例 
那覇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（国保長寿医療課） 

 

 

 3 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 

 4 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 

 

規    則 
那覇市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則（国保長寿医療課） 

 

 

 5 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 

 6 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 

那覇市健康診査費用徴収規則の一部を改正する規則（健康推進課） 

 

 

 7 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 

 8 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 

 

告    示 

 
那覇市告示第 203 号  

平成 23 年３月 28 日  

掲   示   済  

 

随意契約の公表について（総務課） 
 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、

那覇市契約規則第21条第２項の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

1．契約を締結する前 

契約内容 (役務の名称及び数量) 「防災マップ」配布業務委託 

契約相手方の決定方法又は選定基準  以下の条件をすべて満たすことを要す

る。なお、団体等が複数ある場合は見積書

を徴し、最も低いものと契約を締結する。

１ 地方自治法施行令第167条の２第１項

第３号に規定する団体等であること。 

２ 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履

行が可能であること。 

３ 本市と契約実績があり、かつ当該履行

状況が良好であること。 

申請方法 見積書提出(平成23年４月15日までに) 

契約担当課 総務部 総務課 市民防災室 

電話 098‐861‐1102 
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那覇市告示第 204 号  

平成 23 年３月 28 日  

掲 示 済  

 

個人情報業務届出書の公表について(総務課) 
 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市告示第 205 号  

平成 23 年３月 29 日  

掲   示   済  

 

青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県における市税に関する申

告期限等の延長について（税制課） 
 
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の５の２（災害等による期限の延長）

及び那覇市税条例（昭和47年条例第80号）第18条の２第１項の規定に基づき、地

方税法又は那覇市税条例で定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出（不服

申立てに関するものを除く。）又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲

げる地域に居住又は所在する納税者に係るもので、その期限が平成23年３月11日

以降に到来するものについては、その期限を別途那覇市告示で定める期日まで延長

する。 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 
都道府県名 地域指定 

青森県 全域 

岩手県 全域 

宮城県 全域 

福島県 全域 

茨城県 全域 
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那覇市告示第 208 号  

平成 23 年３月 31 日  

掲   示   済  

 

 

市道路線の認定及び廃止に関する告示(道路管理課) 
 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条及び第10第１項の規定に基づき、市道

の路線を次のように認定及び廃止する。その関係図面は、告示の日から２週間、那

覇市建設管理部道路管理室において、一般の縦覧に供する。 

 

那 覇 市 長 翁 長 雄 志  

 

１．認定する路線 

 

整理番号 路 線 名 起  点 

終  点 

重要な経過地 

1498 楚辺26号 楚辺１－311－３ 

楚辺１－311－18 

 

2029 鳥堀14号 鳥堀５－39－24 

鳥堀５－46－２ 

 

2030 鳥堀15号 鳥堀５－39－13 

鳥堀５－46－２ 

 

 

２．廃止する路線 

 

 整理番号 路 線 名 起  点 

終  点 

重要な経過地 

2029 鳥堀14号 鳥堀５－39－24 

鳥堀５－41－２ 

 

2030 鳥堀15号 鳥堀５－39－13 

鳥堀５－39－27 
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那覇市告示第 209 号  

平成 23 年３月 31 日  

掲 示 済  

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示(道路管理課) 
 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条の規定に基づき、本告示の日

をもって市道路線を次のように区域変更及び供用開始をする。 

 その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市建設管理部道路管理室に

おいて、一般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

区域変更する路線 

整理 

番号 

路線名 新 

旧 

区  間 延長 m 幅員 m 備 考 

新 高良 1 丁目 91 番 2～

宇栄原 3 丁目 35 番 

524.2 13.0～ 

24.0 

一部区間54 高良宇栄原南線 

旧 字高良 58 番～ 

宇栄原 3 丁目 35 番 

524.2 7.9～ 

17.5 

 

※尚、地番表示については、新町界町名に伴う変更である。 

 

供用開始する路線 

整理 

番号 

路線名 区   間 供用開始の日 

54 高良宇栄原南線 高良 1 丁目 91 番 2～ 

宇栄原 3 丁目 35 番 

告示の日 

613 牧志 23 号(駅前広場) 

（歩行者専用） 

安里 1 丁目 465-2～ 

安里 2 丁目 463-51 

告示の日 

2072 安里牧志東線 安里 2 丁目 463-7～ 

牧志 3 丁目 374-2 

告示の日 
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那覇市告示第210号  

平成 23 年３月 31 日  

掲   示   済  

 

市道路線の区域決定及び供用開始に関する告示(道路管理課) 
 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条の規定に基づき、本告示の日

をもって市道路線を次のように区域決定及び供用開始をする。 

 その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市建設管理部道路管理室に

おいて、一般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

区域決定及び供用開始する路線 

整理番号 路線名 区   間 延長 m 幅員 m 備考 

1498 楚辺 26 号 楚辺１－311－３ 

楚辺１－311－18 

35.0 4.0  

2029 鳥堀 14 号 鳥堀５－39－24 

鳥堀５－46－２ 

224.0 6.0  

2030 鳥堀 15 号 鳥堀５－39－13 

鳥堀５－46－２ 

230.0 6.0  
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那覇市告示第211号  

平成 23 年３月 31 日  

掲   示   済  

 

歩行者専用道路の指定に関する告示(道路管理課) 
 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 48 条の 13 第３項の規定に基づき、

本告示の日をもって歩行者専用道路を次のように指定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市建設管理部道路管理室

において、一般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

歩行者専用道路に指定する路線 

整理番号 路線名 区   間 

613 牧志 23 号（駅前広場） 安里２丁目 465－２～安里２丁目 363－51
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那覇市告示第26号  

平成 23 年４月 15 日  

 

町字区域及び名称の変更について（市街地整備課） 
 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第1項の規定により、別図1に示

す字の区域及びその名称を別図2に示すとおり変更するため、住居表示に関する法

律（昭和37年法律第119号）第5条の2第1項の規定によりその案を公示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 住居表示に関する法律第5条の2第2項の規定に基づき、公示された案に係る字

の区域内に住所を有する者で本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その

案に異議あるときは市長に対し、公示の日から30日経過する日までに、その50人

以上の連署をもって理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。 
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那覇市告示第27号  

平成 23 年４月 15 日  

 

 平成23年（2011年）２月那覇市議会定例会で議決された平成22年度那覇市水道

事業会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

平成22年度那覇市水道事業会計補正予算（第２号）(上下水道局企画経営課) 
 

（総則） 

第１条 平成22年度那覇市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 平成22年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、（２）年間総配水量「38,982,898 ㎥」を「38,468,127

㎥」に、（３）一日平均配水量「106,802㎥」を「105,392㎥」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額) (補正予定額) （ 計 ） 

 収   入 

第１款 水道事業収益 8,430,187千円 23,330千円 8,453,517千円

 第１項  営業収益 8,230,531千円 △37,634千円 8,192,897千円

 第２項 営業外収益 159,658千円 60,546千円 220,204千円

 第３項  特別利益 39,998千円 418千円 40,416千円

 支   出 

第１款 水道事業費用 7,691,283千円 △92,124千円 7,599,159千円

 第１項  営業費用 7,391,220千円 △101,112千円 7,290,108千円

 第２項 営業外費用 265,987千円 8,588千円 274,575千円

 第３項  特別損失 14,076千円 400千円 14,476千円

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「1,129,194千円」を「1,068,520千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額「45,173千円」を「41,146千円」に、減債積立金「353,935千円」

を「352,944千円」に、過年度分損益勘定留保資金「730,086千円」を「674,430

千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 
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（科  目） (既決予定額） (補正予定額） （ 計 ） 

支   出 

第１款 資本的支出 1,424,660千円 △60,674千円 1,363,986千円

 第１項  建設改良費 1,065,724千円 △75,363千円 990,361千円

第２項  企業債償還金 353,935千円 △991千円 352,944千円

 第３項  その他資本的支出 1千円 15,680千円 15,681千円

 

（たな卸資産購入限度額） 

第５条 予算第８条中「38,841千円」を「31,034千円」に改める。 

 

 

 

那覇市告示第28号  

平成 23 年４月 15 日  

 

 平成23年（2011年）２月那覇市議会定例会で議決された平成22年度那覇市下水

道事業会計補正予算（第３号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

平成 22 年度那覇市下水道事業会計補正予算（第３号）(上下水道局企画経営

課) 
（総則） 

第１条 平成22年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 平成 22 年度那覇市下水道事業会計予算（以下｢予算｣という。）第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額) (補正予定額) （ 計 ） 

収   入 

第１款 下水道事業収益 3,904,048千円 △44,006千円 3,860,042千円

 第1項 営業収益 3,412,920千円 △6,991千円 3,405,929千円

 第２項  営業外収益 491,127千円 △39,249千円 451,878千円

 第３項 特別利益 1千円 2,234千円 2,235千円

支   出 

第１款 下水道事業費用 3,873,274千円 △92,618千円 3,780,656千円

 第１項  営業費用 3,221,955千円 △58,247千円 3,163,708千円

 第２項  営業外費用 625,682千円 △35,228千円 590,454千円

第３項  特別損失 5,637千円 857千円 6,494千円
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（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「673,700 千円」を「837,207 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額「21,771千円」を「29,063千円」に、「及び過年度分損益勘定留保資

金 651,929 千円」を「、減債積立金 73,527 千円及び過年度分損益勘定留保資金

734,617 千円」に改め、支出中第５項を第６項とし、第４項の次に「第５項その

他資本的支出」を加え、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額） （ 計 ） 

収   入 

第１款 資本的収入 1,750,903千円 839,546千円 2,590,449千円

 第１項  企業債 482,400千円 818,900千円 1,301,300千円

第３項  出資金 749,921千円 20,646千円 770,567千円

支   出 

第１款 資本的支出 2,424,603千円 1,003,053千円 3,427,656千円

 第１項  建設改良費 1,276,893千円 148,425千円 1,425,318千円

 第２項  企業債償還金 1,125,477千円 854,523千円 1,980,000千円

 第５項  その他資本的支出 0千円 105千円 105千円

 

（企業債） 

第４条 予算第６条に定めた公共下水道事業の限度額「309,600千円」を「302,400

千円」に、流域下水道事業の限度額「172,800千円」を「332,100千円」に改め、起

債の目的に「補償金免除繰上償還の財源として借り入れる借換債」を加え、これの

限度額として「666,800千円」を加える。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第９条に定めた経費の金額を、次のように改める。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額) （ 計 ） 

（１）職員給与費 403,861千円 △26,263千円 377,598千円

 

 

 

那覇市告示第29号  

平成 23 年４月 15 日  

平成 23 年度那覇市水道事業会計予算(上下水道局企画経営課) 
 平成23年（2011年）２月那覇市議会定例会で議決された平成23年度那覇市水道

事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成23年度那覇市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成23年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (１)給水戸数                     150,400戸 

 (２)年間総配水量                 38,862,328㎥ 

 (３)一日平均配水量                  106,181㎥ 

 (４)主要な建設改良事業の概要 

    水道施設整備事業  事業費          861,986千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収  入 

 第１款 水道事業収益               7,984,574千円 

  第１項 営業収益                7,788,952千円 

  第２項 営業外収益                195,621千円 

  第３項 特別利益                    1千円 

                 支  出 

 第１款 水道事業費用               7,642,485千円 

  第１項 営業費用                7,378,060千円 

  第２項 営業外費用                236,062千円 

  第３項 特別損失                  8,363千円 

  第４項 予備費                  20,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額1,179,061千円は当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額42,576千円、減債積立金448,438千円及び過年度分損益勘定留保資

金688,047千円で補てんするものとする｡)。 

                 収  入 

 第１款 資本的収入                 289,394千円 

  第１項 補助金                  260,000千円 

  第２項 出資金                   17,161千円 

  第３項 その他資本収入                 1千円 

  第４項 他会計貸付金償還金             12,232千円 

                 支  出 

 第１款 資本的支出                1,468,455千円 

  第１項 建設改良費               1,015,016千円 

  第２項 企業債償還金               448,438千円 

  第３項 その他資本的支出                1千円 

第４項 予備費                   5,000千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

事  項 期  間 限 度 額 

水道メーター検針 

業務委託 
平成23年度から平成26年度まで 127,170千円

水道管緊急修繕工事 

及び保安業務委託 
平成23年度から平成24年度まで

平成24年度那覇市水道

事業会計予算に計上す

る額と平成23年度末修

繕引当金残高の合算額 

定期水質検査業務委託 平成23年度から平成24年度まで 10,089千円

上水道施設運転監視 

業務委託 
平成23年度から平成24年度まで 29,282千円

自家用電気工作物 

保安管理業務委託 
平成23年度から平成24年度まで 1,134千円

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

(１)営業費用、営業外費用及び特別損失 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち

他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外

の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。 

(１)職員給与費                  1,389,030千円 

 (２)交際費                       256千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、48,767千円と定める。 

 

 

 

那覇市告示第30号  

平成 23 年４月 15 日  

平成 23 年度那覇市下水道事業会計予算(上下水道局企画経営課) 
 平成23年（2011年）２月那覇市議会定例会で議決された平成23年度那覇市下水

道事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 
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平成23年度那覇市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成23年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (１)水洗化戸数                    139,000戸 

 (２)年間総処理水量                34,492,542㎥ 

 (３)一日平均処理水量                 94,241㎥ 

(４)主要な建設改良事業の概要 

    公共下水道整備事業  事業費         851,700千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収  入 

 第１款 下水道事業収益              3,906,840千円 

  第１項 営業収益                3,423,442千円 

  第２項 営業外収益                483,397千円 

  第３項 特別利益                    1千円 

                 支  出 

 第１款 下水道事業費用              3,856,144千円 

  第１項 営業費用                3,256,539千円 

  第２項 営業外費用                572,936千円 

  第３項 特別損失                  6,669千円 

  第４項 予備費                  20,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額682,183 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額19,532千円及び過年度分損益勘定留保資金662,651千円で補てんす

るものとする。）。 

                 収  入 

 第１款 資本的収入                1,998,827千円 

  第１項 企業債                  769,400千円 

第２項 補助金                  492,000千円 

  第３項 出資金                  734,632千円 

  第４項 その他資本収入               2,795千円 

                 支  出 

 第１款 資本的支出                2,681,010千円 

  第１項 建設改良費               1,118,379千円 

  第２項 企業債償還金              1,540,398千円 

  第３項 他会計借入金償還金            12,233千円 
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  第４項 投資                    5,000千円 

  第５項 予備費                   5,000千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

事   項 期   間 限度額 

公共下水道維持管理業務委託 平成23年度から平成24年度まで 66,000千円

下水道（情報管理・固定資産台

帳）システム保守管理業務委託
平成23年度から平成24年度まで 3,494千円

公共下水道台帳作成業務委託 平成23年度から平成24年度まで 6,615千円

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

公共下水道事業 

 

流域下水道事業 

 

補償金免除繰上

償還の財源とし

て借り入れる借

換債 

千円 

328,000 

 

95,700 

 

345,700 

 

 

証書借入又

は証券発行

 

年５％以内（た

だし、利率見直

し方式での借

り入れを行っ

た場合につい

て、利率の見直

しを行った後

においては、当

該見直し後の

利率） 

 

償還期間は、据置期間

を含め 30 年以内とす

る。 

償還方法は、元利均

等、元金均等等による。

ただし、財政の都合に

より、据置期間中であっ

ても繰上償還し、償還年

限を変更し、又は借り換

えることができる。 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

(１)営業費用、営業外費用及び特別損失 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 

(１)職員給与費                  403,050千円 
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公    告 
 

那覇市公告第 303 号  

平成 23 年３月 24 日  

掲 示 済  

 

住民票の職権消除の公示について（市民課） 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第４項の規定により公示す

る。ただし、職権消除対象者名は省略する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

那覇市公告第 307 号  

平成 23 年３月 28 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建

設課) 
 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２項

の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・５・１号小禄赤嶺線 

２ 施行者の名称   那 覇 市 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成23年３月28日～平成25年３月31日 

 

 

 

 38 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

那覇市公告第 308 号  

平成 23 年３月 28 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建

設課) 
 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２項

の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・４・那47号 石嶺福祉センター線 

２ 施行者の名称   那 覇 市 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成23年３月28日～平成25年３月31日 

 

 

 

那覇市公告第 309 号  

平成 23 年３月 28 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建

設課) 
 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２項

の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・４・那47号 石嶺福祉センター線 

２ 施行者の名称   那 覇 市 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成23年３月28日～平成24年３月31日 
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那覇市公告第 310 号  

平成 23 年３月 28 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建

設課) 
 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２項

の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・４・那47号 石嶺福祉センター線 

２ 施行者の名称   那 覇 市 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成23年３月28日～平成25年３月31日 

 

 

 

那覇市公告第 311 号  

平成 23 年３月 28 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について(道路建

設課) 
 都市計画法（昭和43法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法第62

条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２項の

規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・３・17号 石嶺線 

２ 施行者の名称   那 覇 市 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成23年３月28日～平成25年３月31日 
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那覇市公告第９号  

平成 23 年４月 15 日  

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 
 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による事業認可の図

書の写しの送付を受けたので、同法第62条第２項及び同法施行規則第49条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

那覇広域都市計画公園事業 ５・５・那６号 新都心公園 

２．施行者の名称 

那覇市 

３．事務所の所在地 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

（２）使用の部分 なし 

５．事業施行期間 

平成３年２月15日から平成25年３月31日まで 

６．縦覧の場所 

那覇市役所建設管理部花とみどり課 

（那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 

 

 

 

那覇市公告第 10 号  

平成 23 年４月 15 日  

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 
 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による事業認可の図

書の写しの送付を受けたので、同法第62条第２項及び同法施行規則第49条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

那覇広域都市計画公園事業 ３・３・那９号 松山公園 

２．施行者の名称 
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那覇市 

３．事務所の所在地 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

（２）使用の部分 なし 

５．事業施行期間 

平成17年９月20日から平成25年３月31日まで 

６．縦覧の場所 

那覇市役所建設管理部花とみどり課 

（那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 

 

 

 

那覇市公告第 11 号  

平成 23 年４月 15 日  

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 
 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による事業認可の図

書の写しの送付を受けたので、同法第62条第２項及び同法施行規則第49条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

那覇広域都市計画公園事業  那３号 天久緑地 

２．施行者の名称 

那覇市 

３．事務所の所在地 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

（２）使用の部分 なし 

５．事業施行期間 

平成４年10月２日から平成25年３月31日まで 

６．縦覧の場所 

那覇市役所建設管理部花とみどり課 

（那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 
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那覇市公告第 12 号  

平成 23 年４月 15 日  

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について(花とみどり課) 
 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による事業認可の図

書の写しの送付を受けたので、同法第62条第２項及び同法施行規則第49条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

那覇広域都市計画公園事業  ２・２・那36号 大道森公園 

２．施行者の名称 

那覇市 

３．事務所の所在地 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

（１）収用の部分 沖縄県那覇市字大道上大道原地内 

（２）使用の部分 なし 

５．事業施行期間 

平成23年３月18日から平成26年３月31日まで 

６．縦覧の場所 

那覇市役所建設管理部花とみどり課 

（那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 

 

 

 

上下水道局規程 
那覇市上下水道局組織機構の改正に伴う関係規程の整理等に関する規程 

 

 43 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 44 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 45 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 46 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 47 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 48 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 49 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 50 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 51 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 52 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 53 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 54 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 55 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 56 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 57 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 58 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 59 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 60 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 61 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 62 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 63 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 64 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 65 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 66 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 67 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 68 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 69 



      那 覇 市 公 報    第１５４７号   2011（平成23）年４月15日 

 

 

 

 

 

教育委員会規則 
 

那覇市教育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則 
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那覇市小中一貫教育審議会規則 
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小中一貫教育の実施に係る臨時教育職員の身分取扱いに関する規則 
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那覇市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則 
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教育委員会教育長訓令 
那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令 
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那覇市教育委員会教育長訓令第２号  

平 成 2 3 年 ３ 月 2 9 日  

施 行 済  

 

那覇市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令をここに公布する。 

 

那覇市教育委員会     

教育長 城 間 幹 子  

 

那覇市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令 
 

那覇市教育委員会文書取扱規程(平成9年那覇市教育委員会教育長訓令第2号)の

一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(史料文書) (史料文書) 

第43条 保存年限を満了した文書の

うち、史料文書として博物館長(事

務分掌規則第2条第2項の規定によ

り置く館長をいう。)が指定する文

書については、博物館(事務分掌規

則第7条第4項に規定する博物館を

いう。)に移管するものとする。 

第43条 保存年限を満了した文書の

うち、史料文書として博物館長(事

務分掌規則第2条第2項の規定によ

り置く館長をいう。)が指定する文

書については、博物館(事務分掌規

則第7条第5項に規定する博物館を

いう。)に移管するものとする。 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する

改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

付 則 

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。 
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那覇市教育委員会教育長訓令第３号  

平 成 2 3 年 ３ 月 2 9 日  

施 行 済  

 

那覇市教育委員会課長連絡会規程を廃止する訓令をここに公布する。 

 

那覇市教育委員会     

教育長 城 間 幹 子  

 

那覇市教育委員会課長連絡会規程を廃止する訓令 
 

那覇市教育委員会課長連絡会規程(昭和61年那覇市教育委員会教育長訓令第3号)

は、廃止する。 

 

付 則 

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。 

 

 

 

選挙管理委員会告示 
 

那覇市選挙管理委員会告示第１号  

平 成 2 3 年 ４ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

那覇市農業委員会委員の解任請求に要する選挙権を有する者の数につ

いて 
 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第14条第１項の規定に基づ

く農業委員会委員の解任請求に要する数は、次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

農業委員会委員の選挙権を有する者の２分の１以上の数 262人 
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